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第５章 彦根市社協基盤強化計画           ４３ 

◆「障がい」の表記について 

 「障害」の「害」の字は、「害」という表現に抵抗を感じる人もいます。 

さまざまな意見がありますが、本計画書では法律や制度、固有の施設・機関の名

称などを除いては「障がい」「障がいのある人」とひらがなで表記しています。 

 障がいのある人も無い人も、誰もがともに安心して暮らすことができる地域づく

りを福祉課題当事者（以下、「当事者」という。）、住民のみなさまと一緒に推進し

てまいります。 
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近年、少子高齢化の進行や生活様式の変化により、社会経済構造が急速に変化しつつあり、

貧困や孤立化、自殺、引きこもり、ＤＶ、児童や高齢者・障がいのある人への虐待、暮らし

にくさや生活に困難を抱える人への支援など、新たな福祉課題や生活課題が広がっています。 

一方で、人口減少社会の到来は、全国・県と比較して高齢化率が低い値にある彦根市にお

いても、団塊の世代が 75 歳に達する 2025 年（平成 37 年）には人口が約 110,500 人、

2040 年（平成 52 年）には約 103,000 人／高齢化率は 32.6％になると推計※１されてい

ます。また、平成２５年５月に日本創成会議・人口減少問題検討分科会が発表したデータで

は、「20〜39 歳の女性の半減」に伴い 896 自治体が「消滅可能性都市」に位置付けられ

るというショッキングなものでした。 

このことは、独居高齢者や高齢世帯の増加など世帯の縮小化、地域でのつながりや支え合

いの希薄化などを加速化するとともに、これまでの福祉の対象が、分野別・対象別に捉えら

れてきた中で、地域社会を構成する住民誰もが生活に困難を抱える可能性があり、これまで

の社会保障制度が機能しきれない時代になりつつあることを意味します。 

国においては、社会保障制度の持続可能性を高め、その機能が高度に発揮できるよう改革

に取り組んでおり、「自助」を基本に協働してリスクに備える「共助」が「自助」を支え、

最後のセーフティネットとして「公助」が補完する、自助・共助・公助の最適な組み合わせ

による仕組みづくりを目指しています。 

こうしたしくみは、介護保険制度が目指す「地域包括ケア」の理念や、平成２７年４月か

ら施行される「生活困窮者自立支援法」による複合的な課題を抱える困窮者への「第２セー

フティネット」など、これからの社会保障改革の中に強く反映されています。 

また、市では地域住民を「地域福祉」の責任ある主体と位置付け、行政と住民、事業者の

協働による取り組みを進めるため、平成２３年度に「彦根市地域福祉計画」を策定していま

す。 

私たちが暮らす地域においては、自治会・町内会を範囲とした小地域をはじめ学区(地区)

域など、さまざまな圏域で福祉活動が展開されているとともに、地域住民はもとより民生委

員・児童委員、学区(地区)社会福祉協議会（以下、「学区(地区)社協」）、社会福祉事業者など

多くの関係者が、地域活動やボランティア活動にも参加し、住民が主役となった「地域福祉」

の推進が進められています。彦根市社会福祉協議会（以下、「市社協」）においても、こうし

たみなさんとともに、「地域福祉」の推進を図ることを目的に「福祉のまちづくり」の推進

に取り組んできたところです。 

今後は、地域での生活・福祉課題の背景にあらためて目を向け現状を把握するとともに、

これまで取り組んできた活動の効果や今後の課題を見つめ直しながら、彦根市に暮らす一人

ひとりが地域社会を担う一員として、地域ぐるみで地域福祉を推進することで住民同士のつ

ながりを深め、「誰もが住みなれた地域で、安心して暮らせるまちづくり」を推進していく

必要があります。 
  

１．計画づくりの背景 

第１章 地域福祉活動計画策定にあたって 

※１ 国立社会保障・人口問題研究所／男女･年齢(５歳)階級別データ--『日本の地域別将来推計人口』 

（平成２５年３月推計） 
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地域福祉活動計画は、市社協が中心となり「地域」を舞台に活動する住民やボランティア

をはじめ、さまざまな団体・機関、専門職等の主体的な参加によって、よりよい「地域」で

の暮らしを実現していくための取り組み方法を具体化した、「民間計画」です。 

高齢になっても障がいがあっても、子どもから高齢者まで誰もがいつまでも安心して暮ら

し続けられる「彦根市」を実現していくためには、行政や市社協の取り組みだけでは不十分

であり、住民が主体となった地域福祉の推進が必要不可欠となります。 

この計画を地域福祉推進の“道標(みちしるべ)”とし、地域住民、ボランティア、NPO を

はじめ、団体・施設、行政及び各種関係機関が連携・協働しながら、支え合い・助け合いを

中心に据えた「福祉のまちづくり」に計画的に取り組んでいくことを目的にしています。 

 

 

 

 

 

【地域福祉計画】 （策定：彦根市） 
 

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づき、地域福祉の推進に取り組むた

め市町村が策定する計画であり、地域福祉を推進していくための理念や方向性及び市民が

暮らしやすくなるために必要なしくみづくりや条件整備について、市民また団体の参加を

得ながら策定された行政や市民活動の役割等を示した「行政計画」です。 

本市では、平成２４年３月に策定されています。 

 

 

【地域福祉活動計画】 （策定運営：彦根市社会福祉協議会） 
 

地域福祉活動計画は、地域住民や当事者、ボランティアなどが主体的に福祉のまちづく

りに参画し、地域社会を基盤に進めていく地域福祉を、どのように具体化し推進していく

のかをまとめたものです。 

   本市の地域福祉活動計画は、次の３つの計画により構成されています。 
 

①学区(地区)住民福祉活動計画 

住民のみなさんの身近な地域において、生活・福祉課題に目を向けながら、地域の特

性に沿った福祉活動・まちづくりを進めるもの 
 

②地域福祉推進計画 

市社協が「地域福祉」推進の中核的役割を担い、行政をはじめさまざまな団体や関係

機関等とともに、住民福祉活動計画の取り組みの支援とも合わせ、市全域で地域福祉

活動を推進するもの 

 

 

２．計画の目的 

３．計画の位置付け 
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③基盤強化計画 

住民福祉活動計画及び地域福祉推進計画を推進していくため、地域福祉の推進を担う

市社協の組織基盤強化を図るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の関係性】 
 

地域福祉計画と地域福祉活動計画は、地域の生活課題や社会資源の状況などを共通認識

し、「地域福祉の推進」を共通の目標に掲げるなか、それぞれの立場において、それぞれ

の役割を担い、相互に連携しながら、地域福祉を進展させていくものです。 
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① ② 
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 つながりあえるまち 彦根  

行
政
計
画 

彦
根
市
子
ど
も
・
若
者
プ
ラ
ン 

彦
根
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

・
介
護
保
険
事
業
計
画 

ひ
こ
ね
食
育
推
進
計
画 

彦
根
元
気
計
画

 

教
育
や
就
労
な
ど
保
健
福
祉
分
野
に
限
ら
な
い
様
々

な
生
活
関
連
分
野
に
わ
た
る
計
画 

連携  
協働 

  地域福祉 計画 

民
間
計
画 

地
域
福
祉
推
進
計
画 

・
市
内
全
域
の
地
域
福
祉
推
進
の
目
標 

学(

地)

区
住
民
福
祉
活
動
計
画 

・
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
づ
く
り 

・
地
域
住
民
に
よ
る
相
互
扶
助
機
能
の

強
化 

・
住
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築 

な
ど 

連携 
支援 

住民主体の地域福祉活動の推進 
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この計画の期間は、平成２７年４月から平成３１年 3 月の「5 ヵ年」とします。 

毎年定期的に取り組みの点検・評価を行い、昨今の社会情勢の激しい変化に鑑み、地域の

実情などを踏まえながら本計画の中間見直しを３年後の平成２９年度に行います。 

３１年度以降は行政の「第３次地域福祉計画」との一体的策定も視野に入れながら第２次、

第３次計画を策定し、住民主体の地域福祉推進を計画的・継続的に進めていきます。 

 

【計画の期間】 

計 画 名 
計 画 期 間 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 36 年度 

彦根市 

地域福祉活動計画 

（民間計画） 

           

彦根市 

地域福祉計画 

（行政計画） 

           

 

 

 

 

 

  この計画は、以下の体制のもと、さまざまな住民の参画・協力を得ながら策定しました。 

 

１）住民福祉懇談会（学区(地区)住民福祉活動策定会議） 

    市内の１９学区(地区)社協域を単位に住民福祉懇談会を開催し、住民の方々に地域の

生活・福祉課題等について話し合っていただき、各地域における住民の意見や提案を

きめ細かくお聞きし、計画づくりに反映しました。また、地域の特性を活かしながら

住民が主体となって取り組める学区(地区)住民福祉活動計画の策定に取り組みました。 

 

  ２）彦根市地域福祉活動計画 策定作業委員会 

    市社協の職員で構成する策定作業委員会を設置し、住民福祉懇談会の意見集約等をは

じめ、地域福祉を推進するための事業等を検討しました。 

 

  ３）彦根市地域福祉活動計画 策定委員会 

    学区(地区)社協、民生委員、福祉団体、福祉関係機関、NPO、学識経験者、行政等で

構成、設置し、計画策定に関する審議を重ねてきました。 

 

４．計画の期間 

第１次計画 第２次計画 

 

第１次計画 

見直し 

第１次 

2 ヵ年 

延長計画 第２次 
地域福祉活動計画 

・ 

第３次 
地域福祉計画 

５．計画策定の体制 
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  ４）彦根市社会福祉協議会 基盤強化計画策定会議 

    地域福祉活動計画を計画的に推進していくにあたり、地域福祉の推進を担う市社協の

体制のあり方について、市社協の管理職を中心にメンバーを構成し議論しました。 

◆在宅介護・地域福祉各課での会議 ●●回開催 

     ◆両課検討会議 ●回開催 

     ◆策定会議 ●回開催      ※会議開催数については、確定後挿入します。 

 

５）ワーキングコアチーム会議 

    市社協地域福祉課職員を中心としてメンバーを構成し、地域福祉活動計画策定の進行

管理や方向性、骨子(案)の検討、基本資料の作成等を行う会議を●●回開催しました。              

※会議開催数については、確定後挿入します。 

 

６）行政連絡会議 

    市関係各課との情報・意見交換を目的に５回の会議を開催し、横断的な観点から分野

別計画や施策との整合性を図りました。 

 

７）啓発・周知 

    市社協広報紙「社協ひこね」により５回（H26.6.15、8.1、10.1、12.1、H27.2.1

発行号）の広報活動を行うとともに、ホームページにおいても策定の取り組みについ

て周知を図りました。 

    また、地域の会合や市社協の事業において、来場者への啓発資料等を配付しました。 

 

８）パブリックコメント 

    広報紙やホームページでの情報発信等を通して、平成２７年３月１５日から３月２４

日まで、計画素案に対する住民のみなさんの意見や提案を幅広く収集し、計画づくり

に反映しました。 
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  計画を推進するにあたり、それぞれの圏域における働きかけや活動、役割を意識しながら

連携・協働し、一体となって進めていく体制が重要と言えます。 

  本市においては、次のように圏域をイメージし事業を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．圏域における計画の推進体制 

課
題
や
困
り
ご
と
に
気
づ
き
や
す
い 

い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
展
開
で
き
る 

班・組・区等、 

自治会圏域 

学区（地区）圏域 
(概ね小学校区) 

ブロック圏域 
地域包括支援センター ５ヵ所 

彦根市民児協ブロック１７ヵ所 

彦根市全域 

 近隣等による声かけ・
見守り体制の構築 

 学区(地区)住民福
祉活動計画の推進 

 生活支援活動の検討や
ネットワークの構築 

 地域福祉活動計画・ 
地域福祉計画の推進 
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 平成２６年度内における主な流れは下記のとおりです。 

月 策定委員会 地域の動き 彦根市社協の動き 

25 年度 
・市社協事務局内での方向性の検討等  ・県社協等との打ち合せ 

・職員学習会の開催(2 回)       ・行政との情報、意見交換 

26 年 

４月 
  

 
外部調査     (4/17) 

５月 
  行政連絡会議／社福課 

(5/21) 

６月 

  広報紙「社協ひこね」広報① 

         (6/15) 

職員研修     (6/18) 

・社協職員の役割理解 

７月 

  

 

3 地区合同住民福祉懇談会 

中・南地区(7/29、30) 

ホームページによる広報 

         (7/11) 

第１回基盤強化計画策定会議 

(7/17) 

 

 

８月 

 3 地区合同住民福祉懇談会 

北地区  (8/5) 

広報紙「社協ひこね」広報② 

(8/1) 

第２回基盤強化計画策定会議 

(8/12) 

９月 

  第３回基盤強化計画策定会議 

(9/3) 

第４回基盤強化計画策定会議 

(9/24) 

10 月 
  広報紙「社協ひこね」広報③ 

         (10/1) 

11 月 

  行政連絡会議／介福課 

(11/10) 

 
 
行政連絡会議／障福課 

        (11/25) 

 

12 月 

  広報紙「社協ひこね」広報④ 

         (12/1) 

行政連絡会議／子支課・子青課 

         (12/11) 

行政連絡会議／社福課(生活保護) 

  (12/18) 

27 年 
１月 

  第５回基盤強化計画策定会議 

(1/14) 

行政連絡会議／福保部 

         (1/26) 

２月 

 

 

 広報紙「社協ひこね」広報⑤ 

         (2/1) 

第６回基盤強化計画策定会議 

(2/16) 

３月 

パブリックコメントの実施 

(3/15～3/24) 

 

  

 

７．策定までの主な流れ 

第１回策定委員会(７/２) 

第３回策定委員会(２/２６) 

第２回策定委員会(１/３０) 

第４回策定委員会(３/３１) 

第１回作業委員会(７/２２) 

第２回作業委員会(１１/１８) 

第３回作業委員会(１１/２７) 

 コアチーム 
会議 

合同学習会の開催 

●●回 

開催 

合同学習会の開催 

19 学区(地区) 

計●●回開催 

のべ●●●人参加 

各学区(地区) 

住民福祉懇談会 

の開催 

※会議開催数については、確定後挿入します。 



10 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進行管理については、PDCA サイクル（計画【Plan】を立て⇒実行【Do】し⇒実

行の結果を評価【Check】して⇒計画の見直し【Action】を行う一連の流れ）を基本に進

行管理を実施し、定期的な把握・評価を行いながら取り組みの改善点を明らかにし、今後の

推進に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画年度における具体的なＰＤＣＡプロセス】 
 

年 項 目 
Ｐｌａｎ 

（計画） 
Ｄｏ 

（実行） 
Ｃｈｅｃｋ 

（点検・評価） 
Ａｃｔｉｏｎ 

（見直し・改善） 

１
～
２
年
目 

単年計画の 
具体的展開 

単年目標設定 

単年度計画 
活動展開 

達成状況・ 

成果確認 

次年度の活動 

展開に活かす 

 

年 項 目 
Ｐｌａｎ 

（計画） 
Ｄｏ 

（実行） 
Ｃｈｅｃｋ 

（点検・評価） 
Ａｃｔｉｏｎ 

（見直し・改善） 

３
年
目 

単年計画の 
具体的展開 

単年目標設定 
単年度計画 

活動展開 
達成状況・ 
成果確認 

見直し結果を残
り２ヵ年に反映 

活動計画の 
中間見直しを含 
めた、具体的展開 

活動目標や事
業の見直し等 
◆２ヵ年評価 

◆目標設定 

活動展開 
達成状況・ 

成果確認 

見直し結果を残

り２ヵ年に反映 

 

年 項 目 
Ｐｌａｎ 

（計画） 
Ｄｏ 

（実行） 
Ｃｈｅｃｋ 

（点検・評価） 
Ａｃｔｉｏｎ 

（見直し・改善） 
４
～
５
年
目 

単年計画の 
具体的展開 

単年目標設定 
単年度計画 

活動展開 
達成状況・ 

成果確認 

次期活動計画、

次年度の活動

に活かす 
  

１．計画の進行管理 

第２章 計画の推進にあたって 

計画の立案 

【Plan】 

計画の実行 

【Do】 

計画の見直し 

【Action】 

実行の評価 

【Check】 
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本計画は、地域住民や福祉団体・関係機関、行政、社協等の連携・協働により計画的に実

践し、地域福祉を効果的に推進していくことが大切であり、そのための適切な進行体制の整

備と進行管理を行っていきます。 

 

１） 評価機関として「(仮称)彦根市地域福祉推進委員会」を設置し、市社協等が実施す

る事業評価の結果報告を行い、住民や各種団体等からの意見や評価をいただくもの

とし、取り組みの達成度などを評価・検証していきます。 

 

２） 住民福祉活動計画は、当該地域で地域福祉活動に取り組む団体等と一緒に、計画の

進捗状況や取り組みの効果を検証しながら、今後の進め方を模索していきます。 

併せて、「（仮称）彦根市地域福祉推進委員会」でも各学区(地区)の計画推進状況を

報告していきます。 

 

３） 計画の進行管理と評価、中間見直しの状況については、市社協広報紙「社協ひこね」

等の情報媒体を通して、住民に広く周知・公表していきます。 

 

 

  

２．評価・推進の体制 
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社協は、社会福祉法という法律において、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」

と位置付けられており、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進するこ

とを使命として、次のような目的や性格を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、社協は、全国段階では全国社会福祉協議会（全社協）、都道府県段階では都道府県

社会福祉協議会（都道府県社協）が、市町村段階では市町村社会福祉協議会（市町村社協）

が組織されています。それぞれは独立した組織ですが、密接な連携体系を有しています。 

市町村社協は、社会福祉を目的とする事業を経営する者や活動を行う者が参加し、かつ、

社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数の参加により構成され、地域福祉の

推進を図る団体とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．社会福祉協議会とは 

第３章 社会福祉協議会について 

① 地域社会における、民間の自主的な福祉活動の中核的組織 

② 住民の参加・協働による福祉社会の実現 

③ 地域での福祉保健上の諸問題を、地域社会の計画的・協働的努力により

解決を図る 

④ 公共性、公益性の高い民間非営利団体（ＮＰＯではありません。） 

⑤ 住民が安心・安全に暮らせる福祉のまちづくりを推進 

⑥ 会費、共同募金配分金、補助金や委託金、介護保険等の事業収益を財源

に活動 

 

① 住民や住民組織・・・地域住民、自治会、学区（地区）社会福祉協議会

など 

② 社会福祉に関する活動を行う団体・・・民生委員児童委員協議会、社会

福祉団体、ボランティア団体、行政など 

③ 社会福祉事業を経営するもの・・・社会福祉施設、介護保険等の福祉関

係事業者など 

④ 地域の主要な諸団体・・・企業、商工団体、生協、農協、特定非営利団

体（ＮＰＯ）など 

《市町村社協の主な構成》 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「全社協 アニュアルレポート ２０１３-２０１４」（全国社会福祉協議会 発行）より一部抜粋 
  

《市町村社協の主な構成のイメージ》 
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社協は、設立の経緯、目的や性格、事務所の設置場所（行政施設の借用等）などから、行

政の一機関と誤解されがちですが、地域住民や福祉関係者・団体のみなさんの参加・協働に

より、社会福祉法人として主体的に「地域福祉」の推進を図っている民間団体です。 

 
※本市の学区(地区)社会福祉協議会は、同じ「社会福祉協議会」という名称を使っていますが、法的な位置付けのあ

る市社協と、その役割や性格は異なります。（参考：彦根市社協ＨＰ「組織図」） 

 

 

 

 

 

社協の位置付けやその使命・体系から、具体的な彦根市社会福祉協議会（市社協）の役割

とはどのようなものでしょうか。 

  市社協の役割を考えるとき、「地域福祉」について理解をしておく必要があります。「地域

福祉」の考え方や視点として、次のようなことが言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域福祉」とは、地域に関わる公私の関係者が、地域における様々な福祉課題や生活課

題を早期に発見し、ネットワークにより協働しながら課題の解決や予防的活動に取り組むこ

とで、地域における福祉を高めようとすることといえます。 

  地域福祉の推進のための方策として、社会福祉法では行政が中心となり地域福祉計画を策

定することを求めています。本市では平成２４年３月に「彦根市地域福祉計画」が策定され

ています。『支えあい、信頼しあい、つながりあえるまち彦根』を基本理念に、５つの基本

目標を定め、地域における見守りなど共助の仕組みづくりを推進することを目的としていま

す。 

  また、この計画において、市社協は地域福祉の中核的組織として、地区ごとの課題を明ら

かにした「地域福祉活動計画」の策定と、地域福祉活動への住民参加の促進、地域資源のネ

ットワーク化などを通じ、地域における各種活動や担い手の育成に取り組むことを、その役

割としています。 

 

 

 

 

 

 

２．彦根市社会福祉協議会の役割 

・高齢者、障害者、子どもなどの分野や属性、年齢等を超えた福祉 

・課題解決のため、分野を超えた地域関係者が連携 

・課題解決のためのネットワークの構築・活動の形成 

・地域における問題発生の予防的活動 

・「個」の問題を「地域」の問題に 

・潜在的な地域住民のニーズの顕在化 



15 

 

 

 

 

全国社会福祉協議会（全社協）では、平成１５年３月（平成１７年３月改訂）に、市町村

社協の経営指針を示しており、その中で次の４点を経営理念として掲げています。 

こうした経営理念の実現のため、指針では法人運営部門、地域福祉活動推進部門、福祉サ

ービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門の体制を確立することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市社協においても、こうした経営理念に沿い新たな生活課題に対応していくため、平

成２２年度に市民有識者による「彦根市社会福祉協議会運営検討委員会」《委員長 鵜飼 修 

氏（滋賀県立大学環境科学部 准教授※）》を設置し、これからの市社協のあり方について提

言をいただいております。                    ※肩書は当時のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．彦根市社会福祉協議会が目指すもの 

 

①住民参加・協働による福祉社会の実現 

②地域における利用者本位の福祉サービスの実現 

③地域に根ざした総合的な支援体制の実現 

④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦 

社協の経営理念 

彦根市社会福祉協議会の運営に関する提言書（抜粋・要約） 
＜提言の三つの柱＞ 

 
１．体制と業務内容の見直し 

  ① 市社協内部体制の見直し 

    柔軟な連携と市社協全体としての業務推進体制の構築 

  ② 新たな活動団体・行政との連携 

    ＮＰＯ等新たな外部団体との協力関係の構築、連携、協働 

  ③ 市社協・学区（地区）社協、自治会との連携体制の見直し 

    ３者の関係の見直しと役割分担の明示・共有、自治会への「福祉委員」の配

置 
 
２．活動財源と人材の確保 

  ① 自主財源の確保 

    サービスの明示化と会費の見直し、寄付金の確保、介護保険の利益率の向上 

    地域福祉計画での行政施策への位置付けの明確化と助成財源確保 

  ② 人材の確保 

    コーディネートスキルやネットワーク構築等、実践力のある人材の確保 
 
３．効果的な広報活動およびモデル事業の実施 

  ① 価値観の多様な地域住民への福祉理念の啓発 

    地域における福祉の必要性とあるべき方向性の共有、福祉理念の啓発活動の

実践 

  ② 提供サービスおよびコスト・妥当性の明示 

    サービス等の理解のための広報、事業成果の評価システムの構築 

  ③ モデル事業の実施 

    自助・共助・公助の関係性を整理、新しい団体等との連携のあり方提示 
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提言では、市社協は「エリア・マネージャー」として、専門的アドバイス・学区(地区)社

協や他団体とのコーディネート、個別相談等への対応を積極的に果たしていく事が求められ

ています。 

  市社協は、提言の実施に向け「地域福祉活動計画」を策定し、地域住民のみなさんの主体

的な地域福祉活動の計画的な推進を図るとともに、エリア・マネージャーとしての積極的な

役割を果たしていかねばなりません。 

 

 

 

 

  社協は、戦後ＧＨＱの提案を受け結成され、当初、全国組織である中央社会福祉協議会（現

在の全国社会福祉協議会）が組織され、続いて都道府県社会福祉協議会が設置されました。

その後市町村における社会福祉協議会の設立の動きが活発化し、市社協も昭和２６年９月に、

民生委員を中心に県下で初の市社協として設立されました。設立から６３年の歴史を有する

団体です。その沿革は概ね下表のようになります。 

社協は、時代の変遷に合わせ「協議体」「運動体」「事業体」としての役割を有してきまし

たが、今後も地域福祉の推進を図る組織として、その組織体系などのあり方を見直し、地域

のニーズを踏まえ、地域住民のみなさんはもとより、関係機関や団体等とのネットワークを

構築することで、多面的な役割を果たしていかなければなりません。 

 

  

４．彦根市社会福祉協議会の歴史 
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年次 彦根市社協 全国・県 

昭和 

24 年 
 

ＧＨＱの６項目提案、『自発的に行わ

れる社会福祉活動に関する協議会の

設置』 

25 年  

「社会福祉協議会組織の基本要綱」 
 
「中央・都道府県・郡・市町村各社会

福祉協議会構想案」 

26 年 県下で初設立（9 月） 

社会福祉事業法成立 
 
福祉事務所設置 

「中央社会福祉協議会」・「都道府

県社会福祉協議会」の結成、「市

町村社会福祉協議会」順次設立 

32 年  
「市区町村社協の当面の活動方針」

（地域組織化活動の提起） 

33 年 事務局を錦町共存会館内に開設（職員２名配置）  

35 年 市共催で中央と南部の２か所でよろず相談所開設  

36 年 
各学区(地区)社会福祉協議会の結成 
 
貸衣装事業の開始（低所得者福祉と財源の確保） 

 

37 年  
「社会福祉協議会基本要項」 

（住民主体の原則） 

39 年 家庭奉仕員事業を開始（市委託事業）  

43 年 市社協社会福祉法人化  

48 年  
「市区町村社協活動強化要項」 

（運動体社協） 

49 年 学区(地区)社協および福祉団体の実態調査  

52 年  
「全国ボランティア活動振興センタ

ー設置」 

53 年 事務局を岡町健康管理センター内に移転  

54 年  

「在宅福祉サービスの戦略」 
 
「ボランティア活動振興のための提

言」 

56 年 
事務局を福祉保健センター（現福祉センター）内

に移転 
 

57 年  
「社協基盤強化の指針」 
 
老人保健法制定 

63 年 
市民福祉意識調査 
 
ボランティアグループに助成 

 

平成 

元年 

痴呆性老人訓練事業の受託 
 
小児難病救済基金の設立 

 

2 年  
老人福祉法等社会福祉八法改正 

（社会福祉事業法に地域福祉規定） 

4 年 
地域福祉コーディネーター設置 
 
南デイサービス事業受託 

「新・社会福祉協議会基本要項」 

8 年 
 「新『ふれあいネットワークプラン

21』基本構想」 

9 年 南老人福祉センター指定管理運営 介護保険法成立 
 

【社協活動のあゆみ】 
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年次 彦根市社協 全国・県 

平成 

11 年 

北老人福祉センター指定管理運営 
 
在宅介護支援センターハピネス運営受託 
 
居宅介護支援事業実施 
 
地域福祉活動指針～誰もが人間らしく安心して暮

らせるために～策定 

 

12 年 北、南デイサービスセンター介護保険事業指定 

社会福祉事業法が改正され社会福祉

法成立（社協目的、法的に明記） 
 
介護保険法の施行 

15 年  
「市区町村社協経営指針」 
 
「地域福祉活動計画策定指針」 

17 年 在宅介護支援センターいなえ受託 

「地域総合相談・生活支援システムの

構築に向けて～市区町村社協への提

言」 

18 年 指定介護予防通所介護事業所指定  

22 年 学区(地区)社協アンケートの実施  

23 年 

彦根市社会福祉協議会運営に関する提言（運営検

討委員会） 
 
福祉委員制度にかかる提言（学区(地区)社協基盤整

備検討委員会） 

 

24 年 

市地域福祉計画（彦根市策定） 
 
地域支え合いモデル事業 

（城東中部地区・城北学区・日夏地区指定） 
 
地域包括支援センター事業（ハピネス・いなえ）

受託 

「社協・生活支援活動強化方針」 
 
「新たな福祉課題・生活課題への対応

と社会福祉法人の役割に関する検討

会報告書」 

25 年 

湖東圏域成年後見サポートセンターあり方検討委

員会報告 
 
地域支え合いモデル事業地域追加指定 

（旭森学区・佐和山学区・花田地区） 
 
地域福祉活動計画策定作業着手 

（内部研修の実施） 
 
湖東圏域「高齢者・障がい者なんでも相談会」実

施（～3 月まで 3 回） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
 
生活困窮者自立支援法成立（平成 27

年 4 月施行） 

26 年 地域福祉活動計画策定委員会設置 
医療介護総合推進法成立 
 
滋賀の縁創造実践センター設立 
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  計画づくりに際して取り組んだ住民福祉懇談会等において、生活様式の多様化など、さま

ざまな社会環境の変化から人と人のつながりが薄れつつあることを多くの方々が感じてお

られました。 

そうしたつながりの希薄化は、他人に助けを求めることはおろか、ちょっとした困りごと

であっても誰にも打ち明けられず、時には地域社会からの孤立につながっています。 

地域で暮らす誰もが認め合いながら、気軽に声をかけ合えるつながりと、その先にある“助

けて”と言える関係づくりを進め、いつまでも支え合い、助け合いながら暮らし続けること

ができる地域づくりを実現できるよう、計画の活動理念に込めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活・福祉課題を他人事とせず、互いに自らのこととして考え、

「困ったときはお互いさま」と言い合えるつながりづくりをめ

ざしていきます。 

              ※私たちに馴じみ深い「話し言葉」をイメージし、あえて平がな表記にしています。 

 

 

「助ける側・助けられる側」を決めつけることなく、互いに尊

重し合い、その人の思いを大切にできる、意識・風土づくりに

取り組んでいきます。 

 

 

暮らしの場である「地域」の中で、互いを気にかけ合い、時に

は「おせっかい」をしながら、みんなで支え合っていける地域

づくりを進めていきます。 

 

  

“おたがいさん”の心でつくる 

              温かいまち彦根 

１．計画の活動理念と込められた思い 

 

 心でつくる

 温かいまち

第４章 地域福祉推進計画 
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  活動理念を実現するため、５つの活動目標を設定しました。 

  この活動目標は、後述する１０の活動項目を束ね、連携させる項目となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動目標 

活動目標１ 

みんなを地域の中で 

大切にする意識づくり 

活動目標２ 

みんなで孤立を見逃さない 

つながりづくり 

活動目標３ 

活動目標４ 

活動目標５ 

みんなが安心できる 居場所づくり 

みんなが担い手 

 みんなが参加するしくみづくり 

みんなの困りごとを 

放っておかない相談体制づくり 
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３．活動目標の実現に向けた取り組み 

 
活動目標 

１ 
みんなを地域の中で 

大切にする意識づくり 

私たちが暮らす地域の中には、子どもから高齢者までさまざまな年代の方がお

られ、それぞれの生活スタイルが多様化している社会において、抱えている課題

も複雑多様化しています。隣り近所や地域ぐるみの助け合いの必要性が求められ

ている反面、「自分とは違う」「自分には関係ない」と差別や偏見は根強く、暮ら

しづらさを抱えた人ほど困難な状況にあります。 

しかし、私たちは生活していく上で他者と関わり、支え合いながら暮らしてい

ます。暮らしづらさを抱えた人も含め、一人ひとりが大切にされ、支え合ってい

く地域づくりが求められます。 

現状と課題 

同じ地域の中で暮らし、支え合っていく社会をつくるためには、私たち一人ひ

とりが地域での支え合いの意識や、地域にあるさまざまな課題に対する正しい理

解が必要です。 

そのために、出前講座や啓発事業、また学校・地域における福祉教育を通して

一人ひとりの意識の向上や当事者への理解促進を進めていきます。 

また、支え合いの形を学ぶ手段として、市内の地域福祉活動情報を収集・発信

していきます。 

取り組みの方向性 
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    地域社会はさまざまな価値観や生活様式を持った人たちで構成され、共に暮らしてお

り、多様な生活・福祉課題（高齢、障がい、ＤＶ、ごみ屋敷、ホームレス、引きこもり、

イジメ、差別、ワーキングプア、失業など）があります。 

 そのような中、時としてその背景や高齢、病気、障がいといった身体上の理由、子育

てや介護などの悩みに対する人々の理解不足から、孤立や排除などさまざまな理由で

「生活がしづらい」と感じている人がいることも事実です。 

偏見・差別・無理解・無関心などによって、地域から排除されることなく、それぞれ

の人が抱える課題についての正しい理解とその人らしさが尊重される「共生」の土壌を

育んでいきます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（拡充） 

地域での福祉教育（出前講座）

の充実 

市社協内部や行政等と連携しながら、特に大人を対象

とした福祉の学びを支援します。また、メニューの増

設を図り、地域福祉活動への参加につながるよう取り

組みます。 

例）勤労者向け「夜間塾」やふくしサマースクール

の検討 

【現行の講座メニュー】 

・認知症   ・家庭での介護  ・防災 

・健康づくり ・介護予防、保険 ・福祉学習 

・福祉こん談会 

（継続） 

福祉活動事例の発信と理解の

促進 

市内における地域福祉活動実践者・団体の長年の功績

を讃えるとともに、多様な福祉活動を広く地域に発信

します。また、福祉課題に対する理解を深め、活動へ

の参加を促進します。 

（継続） 

学区(地区)社会福祉協議会活

動への支援 

学区(地区)社協を主体とした介護講座・教室や福祉講

座、地域懇談会の開催を支援し、身近な生活・福祉課

題や住民の悩みへの理解促進を図ります。 

 

  

さまざまな人たちの存在や、 

多様な暮らしを理解できる風土づくり 
 

活動目標１ みんなを地域の中で大切にする 意識づくり 

活動項目 



23 

 

 

 

 

具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

地域での福祉教育（福祉の出

前講座）の充実 

継続 

⇒ 
検討 

■ 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

福祉活動事例の発信と理解の

促進 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

学区(地区)社会福祉協議会へ

の支援 

検証 

◎ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 

  

活動目標１ みんなを地域の中で大切にする 意識づくり 
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    私たちは地域の中でさまざまな人と関わり、支え合いながら生活を送っています。 

しかしながら、近年は住民同士のつながりの希薄化や少子高齢化等により、家庭内を

はじめ近隣同士の支え合いの力が徐々に弱まっており、新たな支え合いの形づくりが求

められています。この新たな支え合いの形を作りあげていくためには、年齢や障がいの

有無等に捉われることなく、地域の生活・福祉課題に目を向けた取り組みにしていくこ

とが大切です。 

    さまざまな世代の人たちが、地縁の活動やテーマ型のボランティア活動による「支え

合い」の形を目にすることができ、共に学び合える地域づくりを推進していきます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

学校等における福祉教育・学

習の支援 

各小・中学校や保育所・幼稚園などにおける福祉教育・

学習を支援し、地域の生活・福祉課題に目を向けなが

ら「共に生きる力」を育む学びをコーディネートしま

す。 

 ・学習プログラム立案のための相談支援 

・ボランティアや当事者団体のコーディネート 

・「ふくし」や当事者の生活に関する講話 

 ・疑似体験の指導や進行 

（拡充） 

防災・福祉教育の推進 

(仮称)福祉・防災マップづくりなど、防災・減災を切り

口に、地域住民や当事者等と協働しながら一人ひとり

の命と暮らしに目を向けた福祉教育・学習に取り組み

ます。 

・福祉・防災マップづくり 

・災害時をイメージしたサバイバル体験○新  

・防災・減災ワークショップ 

（新規） 

地域福祉活動、ボランティ

ア・市民活動の情報発信 

さまざまな支え合いの形を学び合えるよう、市内にお

ける地域福祉活動やボランティア・市民活動情報を収

集し、あらゆる媒体を通して広く発信します。 

  

いろいろな支え合いの形を学び合える地域づくり  

活動目標１ みんなを地域の中で大切にする 意識づくり 

活動項目 
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具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

学校等における福祉教育・学

習の支援 

継続 

⇒ 
⇒ 

検証 

◎ ⇒ ⇒ 

防災・福祉教育の推進 

継続 

⇒ 
一部検討 

■ 

⇒ 
実施 

○ 

⇒ ⇒ ⇒ 

地域福祉活動、ボランティ

ア・市民活動の情報発信 

検討 

■ 

実施 

○ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 

  

活動目標１ みんなを地域の中で大切にする 意識づくり 
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活動目標 

２ 
みんなで孤立を見逃さない 

    つながりづくり 

単身世帯の増加や少子高齢化、雇用形態の変移など社会の構造的な変化は、こ

れまでセーフティネットの役割を果たしてきた家族や地域社会が持っていた、お

互いを支え合う機能に大きな影響を与えています。 

人々の価値観やライフスタイルの変化もあって、住民関係が希薄化する中、社

会との接点をなくし孤立していく人が少なくありません。いまや、高齢者であれ

若者であれ、病気や離職などの何かをきっかけに、誰もが社会的孤立・生活困窮

に陥りうる危うさをはらんでいます。 

また、災害時においても情報や地域の支援が十分に行き届かず、取り残されて

しまうことが心配されます。 

こうした状況から、地域で孤立してしまい周りに気づかれない人々、自分から

助けを発信できず、さまざまな社会のしくみを活用することが困難な人々、制度

の狭間にあって支援の手が届かない人々へのアプローチが課題となっています。 

このような社会的に弱い立場にある人々を孤立や排除から守り、地域の一員と

して社会と繋がりながら暮らせるよう、身近なまちにおけるつながりを築いてい

くことが求められています。 

現状と課題 

地域で困りごとの芽を早期に発見したり、暮らしのさまざまな課題の解決方法

を考えていくためには、「人と人とのつながり」「支え合い」が重要となっていま

す。 

悩みや困りごとを抱える人が、地域で安心して生活していくためには、住民同

士の交流や、互いが負担に感じない適度な距離感をもった見守りが、日頃から地

域の中に浸透していることが必要です。 

またこれは、困った時にはＳＯＳを発信でき、それを受け止める「助け合い支

え合うことがあたりまえ」の地域づくりの基盤となり、災害時における助け合い

の意識を高めることにもなります。 

生活の場である地域だからこそ発揮できる“住民の力”“近隣の力”で、どん

なときにも互いに支え合い、いざというときに頼りにできる心強いつながりづく

りを進めます。 

取り組みの方向性 
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    個人情報やプライバシー保護という言葉が日常的に使われるようになり、人との関わ

りが難しいと感じる人が増えてきました。 

    困っている人を見かけると何か役に立てることはないかと思うものの、おせっかいと

思われはしないかとためらってしてしまいます。一方で、ちょっと助けてもらいたいと

思っても人に迷惑をかけられない、助けてもらったら助けて返さないといけないと人の

好意が負担にさえ感じることがあります。 

    しかし、自分のことを気にかけてくれる人の存在は、地域で暮らしていくうえで心の

拠りどころとなるもので、それを身近に感じることができるのは“日々の交流”だと言

えます。日頃からのあいさつや声かけは、悩みを抱えた人への「あなたのことを気にか

けている」というメッセージにつながります。 

    お互いがさりげなく気づかい合い、自身の暮らしの弱いところも見せられるようなゆ

るやかなつながりのある地域づくりに取り組んでいきます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（新規） 

あいさつプラスOne
ワ ン

運動の展

開 

普段のあいさつや回覧板を手渡す際に、「今日もお元気

ですか？」「お気をつけて」などの何気ない気づかいの

言葉を添えるあいさつプラス One 運動を進めます。 

（新規） 

「孤立」について学ぶ場づく

り 

地域住民が身近な「孤立」について意識を向けること

で、困っている人への気づきと理解につながるよう学

習の機会をつくります。 

 

 

具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

あいさつプラスOne
ワ ン

運動の展

開 

実施 

○ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

「孤立」について学ぶ場づく

り 

実施 

○ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 
  

互いに「助けて」を言える地域づくり  

活動目標２ みんなで孤立を見逃さない つながりづくり 

活動項目 
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災害時においても地域の助け合いの取り組みが効果的に発揮され、一人ひとりの命と

暮らしが守られるとともに、自力では避難することが難しい方々（災害時避難行動要支

援者）が取り残されることのないよう、平時からの住民同士の「顔の見える関係」づく

りと、地域の実情に応じた助け合いのしくみづくりに取り組んでいきます。 

また、彦根市社会福祉協議会は「彦根市地域防災計画」においてボランティア団体と

ともに、大規模災害時に設置される「災害ボランティアセンター」の運営支援を行うこ

とが明記されています。 

平時より災害ボランティアセンターの役割や機能を周知するとともに、地域住民や福

祉団体・施設、企業、行政等とのネットワークを構築しながら「公民協働型」の災害ボ

ランティアセンターとして円滑な運営が図れるよう、取り組んでいきます。 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

災害に対する学びの場づく

り 

集合型研修や福祉の出前講座による防災講座・ワーク

ショップを通し、一人ひとりの備えと、発災時に互い

に支え合える関係づくりを進めます。 

 ・防災基礎講座の開催 

 ・福祉の出前講座（防災講座） 

（継続） 

災害ボランティア活動の理

解促進とセンターの周知強

化 

大規模災害時に迅速な支援が行えるよう、住民に対す

る災害ボランティアセンターの周知に努めます。 

 ・福祉の出前講座（防災講座）へのメニュー創設○新  

・広報紙等での周知 

・住民参加型の災害ボランティアセンター設置運営

訓練の実施 

・彦根市防災展への展示 

 

具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

災害に対する学びの場づくり 
継続 

⇒ 

検証 

◎ 
実施 

○ 
継続 
⇒ 

⇒ 

災害ボランティア活動の理解

促進とセンターの周知強化 

継続 

⇒ 
一部検討 

■ 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 
  

平時のつながりを活かす防災・減災体制づくり  

活動目標２ みんなで孤立を見逃さない つながりづくり 

活動項目 
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活動目標 

３ 
みんなが安心できる 

居場所づくり 

本計画策定のため市内各地で実施してきた住民福祉懇談会において、「昔は自然

に交流を持てたが、今は隣の人と話すのも難しくなってきた」といった声が挙が

り、「気軽に集まれる場所がほしい」「３世代が集える場所があるとよい」などの

意見が多く出ました。このことは、少なからず住民自身が身近なつながりの場が

無くなってきていると感じているあらわれだと言えます。 

併せて、地域で生活を送っているにもかかわらず、さまざまな理由で社会との

接点を持てず孤立している人もおり、誰もが安心できる居場所の必要性が高まっ

ています。 

また、市内には障がいや認知症、難病などを原因とした何かしらの生きづらさ

を持つ人たちも暮らしていますが、同じような悩みを持つ人たちが互いに出会い、

好きなときに集まって話し合える場が市内に十分あるとはいえません。 

加えて、本市においても6人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれており、

周りからは分かりにくいかもしれませんが、貧困から生じるさまざまな問題で人

知れず悩み苦しんでいる子どもも多いと思われることから、そういった子どもた

ちへの支援の必要性が高まっています。 

現状と課題 

子どもから高齢者、障がいの有無や貧困状態にあるかどうかなどに関わらず、

地域で暮らす「みんな」を大切にしたいという思いを叶えるため、サロン等の内

容の充実を図り、多世代が身近で気軽に集まることができる居場所づくりを進め

ます。 

また、同じような悩みを持つ人たちが互いに交流し、思いを共有することで心

が楽になったり、勇気づけられたりすることから、関係団体や行政、企業等はも

ちろん、地域住民のみなさんと共に、困りごとで悩んでいる人たちが集える場づ

くりを進めます。 

併せて、貧困状態から学習機会や環境が不十分なまま育ったことで安定した就

労ができなくなり、生活に十分な収入が得られない結果、次の世代も貧困状態に

陥るという「貧困の連鎖」を断つため、市内のさまざま社会資源と連携して、遊

びや学習など生活を通した子どもたちの居場所づくりに取り組みます。 

取り組みの方向性 
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    「いろいろな世代が集まれる場所が地域にない」、「子どもと高齢者の方が一緒に過ご

せる場所がほしい」といった地域の声や、「定年後の地域での居場所がない」といった

悩みに応えるとともに、子どもも高齢者も、障がいのある人も病気を抱える人も、みん

なが「おたがいさん」と言い合える地域を目指すため、誰もが気軽に集える場所を市内

につくっていきます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

共同募金を活用した自治会に

おける福祉活動への支援 

小地域福祉活動助成等を通して、自治会における多世代

の交流を図り、身近な地域でより強く「おたがい」を感

じ合えるよう、さまざまな集いの場づくりを応援しま

す。 

（継続） 

学区(地区)社会福祉協議会活

動への支援 

学区(地区)社協が実施する「ふれあいサロン」の内容の

充実を図り、子どもから高齢者までの誰もがふれ合える

サロンづくりを進めます。 

（継続） 

居場所づくりの推進 

地域課題や制度の狭間で悩む人たちもそうでない人も

関係なく、気軽に集える新たな居場所づくりを進めま

す。 

 ・空き家の活用方法について検討○新  

・サロンなどの活用方法の検討○拡  

 

 

具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

共同募金を活用した自治会に

おける福祉活動への支援 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

学区(地区)社会福祉協議会活

動への支援 

検証 

◎ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

居場所づくりの推進 
一部検討 

■ 
実施 

○ 

継続 
⇒ 

⇒ 
検証 

◎ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 
  

身近なところで、さまざまな世代の人たちが 

気軽に集える場づくり 
 

活動目標３ みんなが安心できる 居場所づくり 

活動項目 
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    地域のみんなで共有できる悩みがある一方で、病気や障がい、家族の介護のことなど、

同じ悩みを持つ人にしか分からないことはどうしてもあります。しかし、市内にはまだ

まだ同じ悩みを持つ人たちが好きなときに集まり、交流できる場所が十分にあるとは言

えないことから、市内の各種福祉団体やボランティアなどによる、そのような居場所づ

くりを支援します。 

また、市内の子どもの６人に１人が貧困状態にあるという事実を重く受け止めて、子

どもたちの学力向上や自尊心の回復を図るとともに、大人たちとの関わりから子どもた

ちに将来のモデルを提供することで、そういった子どもたちに多く見られるさまざまな

生活の問題へのアプローチとして、地域にある社会資源の活用と関係機関の連携による

居場所づくりを進めます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

各種助成金事業による活動の

支援 

福祉団体助成やボランティアグループ助成を通して、福

祉団体やボランティアなどによる、同じ悩みを持つ人た

ちの拠り所づくりの推進に効果があると思われる活動

を応援します。 

（新規） 

地域の社会資源を活かした子

どもの居場所づくり 

地域の集会所やお寺をはじめ、市内にあるさまざまな施

設や学校など、あらゆる社会資源を活用し、関係機関と

連携することで、いつでも自由に集え、遊びや学び、生

活を通してどの子も主役として輝ける居場所づくりを

進めます。 

 

 

具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

各種助成金事業による活動の

支援 

一部検討 
■ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

地域の社会資源を活かした子

どもの居場所づくり 

検討 

■ 

実施 

○ 

継続 

⇒ 
⇒ 

検証 

◎ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 
  

同じ悩みを持つ人たちが交流でき、 

心が軽くなる拠り所づくり 
 

活動目標３ みんなが安心できる 居場所づくり 

活動項目 
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活動目標 

４ 
みんなが担い手 

みんなが参加するしくみづくり 

地域の中で安心して暮らせるまちを目指すためには、暮らしの中にある生活課

題に対して、住民が主体的に関わり、互いに支え合うしくみや支援体制づくりが

必要です。 

地域や暮らし、そして人を支え合う地域福祉活動・ボランティア活動には、昨

今の社会情勢を反映して、若い世代の参加、継続して活動できる人の確保が難し

いなどの課題もあります。 

特に、地域の中では、団塊の世代や若い世代の方を中心に、何らかの形で地域

に役立ちたいけれどきっかけがない、何かしたいけれど何ができるかわからない、

どんな活動団体があるのかわからない等、情報提供や情報収集の不足、人材発掘

が大きな課題となっています。 

現状と課題 

地域福祉活動への新たな参加を促していくためには、地域福祉活動やボランテ

ィア活動、各種講座に関する情報提供を積極的に行うなどきっかけづくりが大切

です。また、地域での活動が一過性のものでなく、継続的に進められる環境づく

りも必要です。 

こうしたことから、地域でともに活躍できるリーダーの育成やサポーターの養

成をはじめ、住民のパワーが十分発揮できる仕掛けづくりに努めます。 

取り組みの方向性 
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    住民への啓発やきっかけづくりなどを通して、より多くの住民、特に若い世代のや団

塊の世代の方々に対して、地域福祉活動やボランティア活動に関心を持ってもらえるよ

う担い手の養成に取り組みます。 

また、複雑多様化する福祉課題やボランティアニーズに対し、地域住民や関係機関・

団体等が連携し、円滑に課題解決に向けて取り組めるよう、体制や基盤づくりを進める

とともに、情報や意見交換が行える場づくりを進めます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

身近な地域で活動に参加でき

る場づくり 

これまで取り組んできた「地域支え合いモデル事業」等

の成果を生かし、住民の持つ知識や経験を地域活動に発

揮できる環境づくりや地域リーダーの育成に努めます。 

 ・ちょいボラ活動の推進○新  

 ・福祉委員等の設置推進 

（継続） 

助成金制度による活動支援 

仲間づくり講座などを開催し、地域の中での新たな取り

組みや担い手グループ等の立ち上げ支援を行います。 

 ・福祉のまちづくり助成金の活用 

 ・善意銀行預託金の活用 

 ・民間助成金制度の周知 

（拡充） 

ボランティアセンターの基盤

強化と機能充実 

新たな福祉課題へ対応していくため、多様な団体で構成

する検討会議を開催し、ボランティアセンターの基盤強

化と機能の充実を図ります。 

【主な検討課題】 

 ・住民参加型による生活支援ボランティアの養成 

 ・団塊世代向けボランティアの育成 

 ・福祉人材登録制度の創設 

（新規） 

住民福祉活動計画の推進と学

区(地区)における地域協働の

場づくり 

各学区(地区)における住民福祉活動計画を推進すると

ともに、地域団体やボランティア、地域包括支援センタ

ー等の福祉専門職が情報・意見交換を自由に行う場づく

りを進め、協働しながらその地域の課題に取り組むしく

みづくりを目指します。 
  

あらゆる人財が力を発揮する、 

支え合いのしくみづくり 
 

活動目標４ みんなが担い手みんなが参加する しくみづくり 

活動項目 
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具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

身近な地域で活動に参加でき

る場づくり 

一部検証 

◎ 

継続 
⇒ 

⇒ ⇒ ⇒ 

助成金制度活用による支援 
継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ボランティアセンターの基盤

強化と機能充実 

検討 

■ 

実施 

○ 

継続 
⇒ 

⇒ ⇒ ⇒ 

住民福祉活動計画の推進と学

区(地区)における地域協働の

場づくり 

実施 

○ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証  

活動目標４ みんなが担い手みんなが参加する しくみづくり 
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市内における福祉活動情報はさまざまな形で発信されていますが、より身近でより一

層手軽に情報を得られ、活用できるようにしていくことが関心の薄い人々への働きかけ

につながると言えます。 

また、やりがいや意欲を持った活動者がさらに活動しやすい環境をつくることにもつ

ながり、幅広い福祉関連情報を広く住民に提供するためのしくみづくりに取り組みます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（新規） 

気軽に福祉関連情報を得るこ

とができる場所の開拓 

スーパーや金融機関等と連携し、福祉情報が多くの人の

目にふれる機会を増やすために、設置場所の開拓を進め

ます。 

（継続） 

広報紙「社協ひこね」の発行

と内容の充実 

広報紙発行を通して、広く福祉関連情報を発信していき

ます。また、読みやすい内容の研究等に取り組み、内容

の充実を図っていきます。 

（継続） 

障がい当事者や外国籍住民等

への情報提供 

広報紙「社協ひこね」の点訳・音訳版による福祉情報の

提供を行うとともに、外国語による「翻訳版」の制作・

発行について検討し、幅広い情報発信に取り組みます。 

（継続） 

ホームページやＳＮＳ（ソー

シャルネットワーク）を活用

した福祉情報の発信 

ホームページの運用により、ウェブ媒体での情報提供に

取り組みます。また、ツイッター等のＳＮＳの効果的な

運用により、タイムリーな情報発信に努めます。 

 

 

  

福祉関連情報が発信され、 

必要な人に届くしくみづくり 
 

活動目標４ みんなが担い手みんなが参加する しくみづくり 

活動項目 
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具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

気軽に福祉関連情報を得るこ

とができる場所の開拓 

実施 

○ 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ 

広報紙「社協ひこね」の発行

と内容の充実 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

障がい当事者や外国籍住民等

への情報提供 

継続 

⇒ 
一部検討 

■ 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ホームページやＳＮＳを活用

した福祉情報の発信 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 
  

活動目標４ みんなが担い手みんなが参加する しくみづくり 
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活動目標 

５ 
みんなの困りごとを放って

おかない相談体制づくり 

地域ではいくつもの生活・福祉課題を抱え、生きづらさを感じながら暮らして

いる人がいます。 

相談したい状況になっても、「どこに、誰に相談すればよいか分からない」と困

っている人や、自身が困っていることに気づけずサインを出せない人もいます。

その一方で、気になる人に対してどうしたらよいのか分からず、一歩踏み出せな

い人もいます。 

誰にも相談できず抱え込んでしまい、周囲の人も気づけず、問題が重篤化する

ことが多いために、地域住民や専門職が手をつなぎあい、問題の早期発見・早期

対応に努めることが大切です。 

しかし、早期に対応ができない場合には問題が複雑化、深刻化するため、地域、

行政、あらゆる団体、事業所等によるネットワークや、相談者の声を一カ所で受

け止めるワンストップの体制が求められています。 

また、福祉に関わる制度が充実してきているにも関わらず、どの制度にも該当

しないために、支援につながらない人がいるのも現状です。 

現状と課題 

問題を複雑化、深刻化させないためにも、ニーズを早期に発見し、適切な相談

支援につなぐ取り組みを進めます。 

また、さまざまな困りごとに対応するため、地域住民による助け合いはもとよ

り、地域包括支援センターや相談支援事業所等の多様な専門機関（職）、行政、

団体との協働のもとにワンストップの相談体制を目指します。 

併せて、制度の対象になるかどうかに関わらず放っておくことなく、さまざま

な相談機関とのネットワークを生かしながら、相談者と共に考える「伴歩型※」

の支援を目指します。 
※相談者の思いや背景を尊重し、寄り添いながらそのペースに合わせて支援をすること 

取り組みの方向性 
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    地域には、困りごとをどこに話せばよいのか分からずにいる人や、一人で悩みを抱え

込んでしまい問題が深刻化してしまう人がいることから、ニーズ発見力を養うことで早

期発見・早期対応に努めます。 

また、地域住民と専門職の協働のもとに、より身近な地域で相談できるためのネット

ワークづくりや、継続した相談支援が行える体制の検討を行いながら、相談体制の充実

に向けて取り組みを進めます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

地域からの困りごとをすくい

あげるネットワークづくり 

問題を深刻化させないために、早期発見・早期対応に向

けて、より一層、地域との連携を図ります。 

・専門職によるアウトリーチ（地域包括支援センタ

ー、障害者相談支援事業所等） 

・民生委員・児童委員、福祉委員、学区(地区)社協、

自治会、住民、企業、団体等との連携 

（継続） 

心配ごと相談事業の拡充 

日常生活上のあらゆる相談に応じる相談窓口として広

く住民のみなさんに活用していただけるよう、相談機会

の拡充について検討します。また、継続した相談支援が

行えるよう、相談員の配置体制を見直します。 

 ・(仮称)移動心配ごと相談事業○拡  

 ・専任相談員の設置検討○拡  

（継続） 

相談支援の充実 

問題の早期発見・早期対応につなげるために、主に相談

支援に携わる専門職のニーズ発見力を養うことと併せ、

連携強化を図ることでニーズをキャッチしたあとの柔

軟な対応につなげます。 

  

ニーズキャッチの体制づくり  

活動目標５ みんなの困りごとを放っておかない 相談体制づくり 

活動項目 
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具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

地域からの困りごとをすくい

あげるネットワークづくり 

継続 

⇒ 
⇒ 

検証 

◎ 
⇒ ⇒ 

心配ごと相談事業の拡充 
継続 

⇒ 

検討 

■ 

継続 

⇒ 
実施 

○ 

⇒ ⇒ 

相談支援の充実 
継続 

⇒ 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証 

  

活動目標５ みんなの困りごとを放っておかない 相談体制づくり 
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    昨今、社会の状況や住民の暮らしが変わり、相談が複雑化・多様化してきていること

から、複数の相談機関が連携していくことが必要不可欠となっています。児童、障がい、

高齢等の分野を横断した相談機関の連携を図るとともに、福祉分野だけでなく法律分野

等との連携強化についても引き続き取り組んでいきます。 

また、市社協としましては生活福祉資金貸付事業や地域福祉権利擁護事業（日常生活

自立支援事業）にも取り組んできましたが、家計がうまく成り立たずに困窮に陥るケー

スも多く見られました。これまで培ってきた経験を活かし、家計も含めた(仮称)暮らし

のマネジメント支援にも取り組みます。 

 

 

具体的な取り組みの内容 

取り組み内容 説  明 

（継続） 

ワンストップ相談の機会の保

障 

複雑な困りごとを抱えた相談に対しても、一ヶ所で対応

できるよう、湖東圏域の福祉、法律関係者と協働しなが

ら、高齢者・障がい者および支援者等を対象としたワン

ストップの相談会を実施していきます。 

 ・なんでも相談会運営検討会の実施 

・なんでも相談会の開催 

（継続） 

相談機関のネットワークづく

り 

市内の福祉に関わる相談機関等が、顔を合わせて交流す

るなかで、それぞれの相談機関についての学びを深め、

今後の相談における方向性や他機関との連携について

共に考える機会を設けます。 

・「つながろう・つなげよう相談機関交流会」の開催 

（継続） 

(仮称)暮らしのマネジメント

支援の実施 

生活福祉資金貸付事業や地域福祉権利擁護事業（日常生

活自立支援事業）を通して相談者に寄り添った丁寧な支

援を進めるとともに、他機関や行政等とも連携しなが

ら、相談者の自立に向けた家計等の支援を行います。 

  

ワンストップのネットワークづくり  

活動目標５ みんなの困りごとを放っておかない 相談体制づくり 

活動項目 
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具体的な取り組み５年間の年次計画 

取り組み 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ワンストップ相談の機会の保

障 

継続 

⇒ 

一部検証 
◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

相談機関のネットワークづく

り 

継続 

⇒ 
⇒ 

検証 

◎ 
  

(仮称)暮らしのマネジメント

支援の実施 

継続 

⇒ 
⇒ ⇒ 

検証 

◎ 
⇒ 

■＝検討 ○＝実施 ⇒＝継続 ◎＝検証  

活動目標５ みんなの困りごとを放っておかない 相談体制づくり 
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第１次 彦根市地域福祉活動計画（地域福祉推進計画）体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動理念 

 

お
た
が
い
さ
ん 

の
心
で
つ
く
る 
温
か
い
ま
ち
彦
根 

 
みんなを地域の中で 

大切にする意識づくり  

活動目標１ 

活動目標 活動項目 

さまざまな人たちの存在や、多様な暮

らしを理解できる風土づくり 

いろいろな支え合いの形を学び合える

地域づくり 

 
みんなで孤立を 

見逃さない 
つながりづくり 

活動目標２ 互いに「助けて」を言える地域づくり 

平時のつながりを活かす防災 

・減災体制づくり 

 

みんなが安心できる 

 居場所づくり 

活動目標３ 
身近なところで、さまざまな世代の人

たちが気軽に集える場づくり 

同じ悩みを持つ人たちが交流でき、 

心が軽くなる拠り所づくり 

 

みんなが担い手 
みんなが参加する 

しくみづくり 

活動目標４ 
あらゆる人財が力を発揮する、 

支え合いのしくみづくり 

福祉関連情報が発信され、 

必要な人に届くしくみづくり 

ニーズキャッチの体制づくり 

ワンストップのネットワークづくり 

 

みんなの困りごとを 
放っておかない 

相談体制づくり 

活動目標５ 

 “

” 
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本会は、平成２２年度に彦根市社会福祉協議会運営検討委員会から、組織体制、業務内

容、財源、人材、広報の課題とその改善策について提言をいただきました。 

今般、この提言のうち、市社協の基盤強化（組織体制、財源、人材、広報）に関する事

項について基盤強化計画としてまとめました。 

提言は三つの柱で構成されていますが、そのうち基盤強化に関わるものについて、それ

ぞれ提言に沿って強化する目標を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．基盤強化計画の策定にあたって 

第５章 彦根市社協基盤強化計画 

２．提言と強化目標 

提言１．体制と業務内容の見直し 

●市社協内部の体制の見直し 

●市社協と学区社協および自治会との

連携体制の見直し（一部、地域福祉

推進計画へ） 

 

提言２．活動財源と人材の確保 

●活動財源の確保（一部、地域福祉推

進計画へ） 

●人材の確保 

提言３．効果的な広報活動およびモデ

ル事業の実施 

●提供サービスおよびコスト・妥当性

の明示 

強化目標１ 

協議体としての役割を発揮でき

る体制と業務内容の見直し 

強化目標２ 

①社会福祉法人としての責任を意

識した財政運営 

②新たな福祉課題やニーズに対し

て専門性・継続性を活かした支

援ができる職員の育成 

 

強化目標３ 

地域福祉の要としての社協のＰＲ

と客観的な評価システムの構築 
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【現状と課題】 

   市社協全体としての事業を推進する体制を構築するためには、職員各自のネットワーク

の必要性に対する認識と、ネットワーク能力の養成が求められています。 

   現在は、地域福祉課と在宅介護課の職員が、ソーシャルワーク強化事業などを通じ、課

題等に協働で取り組む場面が増えています。日常業務においても複雑な個別課題に両課の

職員が連携して対応することが多くなりましたが、更に、問題を共有し意見交換できる場

を持つことが強く求められています。 

   また、「地域福祉」を推進する中核組織として、法人の活動の活性化と適正な運営は根

本的な課題であり、特に理事会や評議員会の役割は、定款等の規程に定められた案件審議

だけでなく、事業の進捗状況や福祉課題を共有することで、社会のニーズに応じた機動的

な運営ができるよう、その活動の充実を図ることが必要です。 

   さらに、事業部門が増えるなか、事務局機能の充実を図るため、総務課の新設や地域包

括支援センターの所管替えなど事務局組織の見直しや改編も課題となっています。 

 

【取組方針】 

協議体としての運営機能、理事・評議員を含めた経営機能が発揮できるように体制の充

実を図ります。また、プロジェクトチームを編成するなどにより部署間の円滑な情報交換

と連携に努め、事務局内の適正な人員の配置と組織再編に取り組むことにより事務局運営

の充実を図ります。 

 

 

取り組み内容 計画項目 
27 
年度 

28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
年度 

法人運営体制 

の充実 

理事会・評議員会への情報提供と意見交換の

場の設置 
○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

理事および評議員会活動の活発化  ■ ○ ⇒ ◎ 

役員研修の実施 ■ ○ ⇒ ◎ ⇒ 

事務局運営体制

の充実 

内部連絡会議の開催による連携体制の強化 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

（仮称）彦根市地域福祉推進委員会の開催 ○ ⇒ ◎ ⇒ ⇒ 

行動記録の徹底と検証による効果的な事業

の執行 
○ ⇒ ◎ ⇒ ⇒ 

事務局組織の 

見直し 

業務内容の見直し及び組織改編方針の検討 ○     

事務局組織のあり方の検討会議の開催  ■○ ○   

事務局組織の改編    ○ ⇒ 

 ■＝検討  ○＝実施  ⇒＝継続  ◎＝検証 
  

強化目標 

１ 

協議体としての役割を発揮できる体制と 

業務内容の見直し 

【具体的な取り組み内容と５年間の年次計画】 
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【現状と課題】 

   市社協が地域福祉を推進し事業を進めていくためには、事業運営に必要な自主財源の確

保に努めることが必要です。 

   特に会員会費は、住民主体の福祉活動を進めていく社協の基礎的財源となるものですが、

広報紙「社協ひこね」やホームページにおいて社協のＰＲに努めているものの、一般会費

は減少する傾向にありました。また、長らく会員規程の見直しや会員増強に向けた積極的

な働きかけはありませんでした。 

   一方、自主財源の大きなウエイトを占める収益事業のうち、介護保険事業では有資格者

の確保により介護報酬加算による収益増も図ってまいりましたが、介護保険法の改正によ

り今後の介護報酬の減額見直しや、収益の要となる介護人材の確保の困難性などに伴う収

益構造の変化も予想され、今後の事業方針の検討が重要となっています。 

   衣装貸付事業においても、昨今の社会経済情勢から安定した収益を得るためには、新た

な経営戦略の確立が求められます。 

   同時に、職員が常にコスト意識を持ち業務にあたることも考えていかなければなりませ

ん。 

 

【取組方針】 

   安定財源を確保するために、会員制度と会費、収益事業の見直しを行うとともに、新たな

財源の確保に努めます。 

また、費用対効果を意識した業務の運営に取り組み、効果的・効率的運営により財政的自

立化を図ります。 

 
 

取り組み内容 計画項目 
27 
年度 

28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
年度 

会費のあり方の

見直し 

社協会費に関する情報収集と会員制度の見

直し 
■ ⇒    

会員規程の見直し ■ ○   ◎ 

会費の使途の見える化等による会員増強 ■○ ⇒ ⇒ ◎  

収益事業の見直

し 

介護保険事業の計画的な経営 ○ ⇒ ◎■ ○ ⇒ 

衣装貸付事業の計画的な経営 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

新たな財源の創出  ■ ○ ⇒ ⇒ 

費用対効果を意

識した業務運営 

業務フローチャート作成やマニュアル化の

促進 
○ ⇒ ◎ ⇒ ⇒ 

■＝検討  ○＝実施  ⇒＝継続  ◎＝検証 
  

強化目標 

２－① 
社会福祉法人としての責任を意識した財政運営 

【具体的な取り組み内容と５年間の年次計画】 
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【現状と課題】 

   市社協がエリア・マネージャーとしての役割を果たしていくために、人材の育成は不可

欠であり、専門的な知識に関する研修制度はもとより、コーディネートスキルを身につけ

るための研修制度の確立が求められています。 

   これまで、ソーシャルワーク強化事業として、地域福祉課と在宅介護課の職員が協力し

共通のテーマに取り組む研修なども進めてきており、職種の異なる職員が交流する機会が

増えるにつれ、社協組織についての基本的理解の上で、相互の業務理解を深める場の必要

性が高まってきています。 

   また、更なる組織強化を目指すために、実践力を重視した職員の採用とあわせ、職員が

幅広い業務の経験が積めるよう、人事異動による組織の活性化を図ることも視野に入れて

いかなければなりませんが、そのためには、職員の処遇の見直しを合わせて検討すること

が必要となってきています。 

   いずれにしても、業務に対応した適切な職員の確保による配置が前提となりますが、特

に介護業務に従事する職員の不足は深刻な問題となっています。 

 

【取組方針】 

   計画的な研修の実施により、全職員の資質向上を目指します。 

   また、職員が意欲を持って業務に取り組めるように、計画的な職員の採用および処遇の

見直しを行います。 

 

 

取り組み内容 計画項目 
27 
年度 

28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
年度 

職員研修制度の

充実 

内部研修計画の確立 ■○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

専門職としての研修の実施 ■○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

組織人としての研修の実施 ■○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

登用・継続雇用

を含む計画的な

職員の採用 

計画的な職員の採用 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

介護職員の人材確保と育成 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

職員の処遇の 

見直し 

給与体系の見直し ■ ○    

人事考課制度の導入  ■ ○ ⇒ ⇒ 

適切な職員配置と処遇の見直し  ■ ○ ⇒ ⇒ 

 ■＝検討  ○＝実施  ⇒＝継続  ◎＝検証 
  

強化目標 

２－② 

新たな福祉課題やニーズに対して専門性・

継続性を活かした支援ができる職員の育成 

【具体的な取り組み内容と５年間の年次計画】 



47 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

   地域における福祉の必要性と、そのあるべき方向性を共有するためには、市社協が提供

するサービスの適切な理解促進と、事業に対する成果についての評価システムの構築を必

要としています。 

近年、「住民に見える社協づくり」を市社協の事業計画の重点目標としていますが、社

協がどういう組織でどのようなことを行っているのか、時代に即した媒体を使ってＰＲし

住民の理解促進を図っていくことは、会員増強という面からも極めて重要です。 

さらに、事業の成果や効果をわかりやすく伝える機能を高めることは、一市に一社協と

して行政との協働による地域福祉を推進していくためにも、極めて有効な取り組みといえ

ます。 

   そのためには、自らの業務を客観的に評価し、さまざまな角度から問題点を見出して改

善を進めていかなければなりません。 

 

【取組方針】 

   地域住民に社協活動を理解してもらえるように情報発信の充実に取り組みます。 

   また、事務事業評価システムを導入して、業務の問題点を見出して改善を進めます。 

 

 

取り組み内容 計画項目 
27 
年度 

28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
年度 

広報活動の 

強化 

広報委員会の設置 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

電子メディアを含む情報発信の強化 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

広報紙への会員情報等の掲載 ■○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ＰＲ紙の発行 ■ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

事務事業評価 

システムの導入 

PDCA サイクルによる業務の進行管理と自

己評価の実施 
○ ⇒ ⇒ ◎ ⇒ 

外部評価委員の設置 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 ■＝検討  ○＝実施  ⇒＝継続  ◎＝検証 

 

 

強化目標 

３ 

地域福祉の要としての社協のＰＲと客観的

な評価システムの構築 

【具体的な取り組み内容と５年間の年次計画】 


